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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   平成２８年１２月７日（水） 

午 前 １０時００分  開 会 

午 前 １１時２１分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  西 村 盛 男   副委員長  春 日 洋 子 

委  員  堀   光 雄   委  員  舩 見 亮 悦 

委  員  馬 場 騎 一   委  員  堤   喜一郎 

議  長  小比類巻 正 規   副 議 長  太 田 博 之 

 

４．傍 聴 者   議  員  佐々木 卓 也   議  員  遠 藤 泰 子 

 

５．事務局職員   局  長  高 田 弘 明   次  長  田 辺 正 英 

係  長  中 村 容 三   主  査  一 戸   剛 

主  事  髙 橋 涼 平 

 

６．説 明 員   副 市 長                  米 田 光一郎 

政策部長                  山 本 剛 志 

政策部参事兼政策調整課長          田 島 一 雄 

政策部政策調整課課長補佐          根 岸 貴 之 

政策部都市整備課交通政策係長        岩 織 香奈子 

政策部政策調整課交通政策係主事       中 村 和 徳 

建設部長                  高 橋 常 幸 

建設部都市整備課長             吉 村 聖 毅 

建設部都市整備課副参事兼課長補佐      沼 辺 慎 也 

建設部都市整備課整備係長          渡 辺 英 明 

経済部長                  山 本   優 

経済部農政課長               蹴 揚 光 昭 

経済部農政課課長補佐            岡 部 英 明 

 

７．案  件   所管事務調査 

１．三沢駅前広場整備事業について 

報告事項 

１．都市計画道路３・４・４号春日台十和田線に関する報告につい
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て 

２. 高病原性鳥インフルエンザに関する報告について 

 

８．会議概要 

西村委員長：では､会議に入る前に委員の皆様にお諮りいたします。 

 傍聴の申し出がありますが、これを許可してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：それでは、傍聴を許可いたします。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件は、三沢駅前広場整備事業について、これに加えまして報告事項として、都

市計画道路３・４・４号春日台十和田線に関する報告について、高病原性鳥インフルエン

ザに関する報告についての２項目について調査してまいります。 

 それでは、１件ごとに調査してまいりたいと思います。 

 まず、１件目の三沢駅前広場整備事業についてであります。 

 それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

田島参事兼政策調整課長：それでは、三沢駅前広場の整備の事業概要について、御説明を

申し上げます。 

 スクリーンをごらんください。 

 三沢駅前広場整備事業計画に当たっては、交通ターミナルにつきましては、車両、歩行

者の安全及び利便性の向上を図るため、バスターミナル、タクシー乗降所、歩行者通路、

該当施設、緑地広場などを計画いたしました。 

 また、駅前の県道の交通混雑を緩和するため、変則交差点を解消する計画といたしてお

ります。 

 複合施設につきましては、既存施設を集約するため飲食店スペースやバス発券場など、

また公共交通利用者の環境整備として待ち合いスペースを､さらに観光案内所や地域の地

場産品紹介スペース、多目的スペースなどを計画いたしました。 

 この結果、全体施工面積が約７,８００平方メートルとなり、そのうち外構面積が約６,

４００平方メートル､複合施設等整備面積が約９００平方メートル、駐車場整備面積が約

５００平方メートルとなった次第であります。 

 計画では、車両、歩行の歩行者の安全及び利便性向上を図るため、①のタクシー２台分

の降り場、②の待機バス１台を含むバス３台分の乗り降り場、③のタクシー２台分の乗り

降り場とタクシー１２台分のタクシープール、④の高速バス乗り降り場、⑤の自転車５０

台分の駐輪場、⑥の現駅舎にある東西自由通路と交通ターミナルをつなぐ階段などを計画

いたしました。そして⑦でありますが、駅前の県道から南側の青森屋側の踏切まで、道路

のつけかえとして延長９０メートル、幅員６メートルの市道整備を計画いたしておりま

す。⑧の複合施設でありますが、既存施設を集約するため飲食店スペースやバス発券所な

ど、また、公共交通利用者の環境整備として待ち合いスペースを、さらに観光案内所や地

域の地場産品紹介スペース、多目的スペースなどを計画しております。また、⑨の現駅舎
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にある売店機能、⑩に駅舎の駐車場の各スペースを計画いたしました。 

 また、駅前の県道の混雑を緩和するため、変則交差点を解消する十字交差点にする計画

としております。 

 こちらの図面は、先ほどの赤いゾーニングをなくした計画平面図であります。 

 平面図右側の緑色の部分に複合施設を、オレンジ色が歩道を、歩道に沿っている黄色の

帯がタクシーやバスの乗り降り場に、中央の黄色の部分はふだんはオープンスペースとし

てなっておりますが、降雪時には除雪した雪を寄せる雪置き場として利用する計画であり

ます。平面図左側の市道予定地そばの緑色の箇所は、緑地帯とする計画であります。 

 続きまして、交通ターミナルと複合施設の検討事項や詳細について、御説明を申し上げ

ます。 

 交通ターミナルの検討でありますが、交通渋滞の要因となっている変則交差点を解消す

るため、十和田市方面に向かう三沢十和田線と六戸町方面に向かう三沢七戸線との接続箇

所を十字交差点とし、交通ターミナルの出入口としました。このことによりまして、規定

に則した右折レーンを設置し渋滞時の車両の停滞を緩和するとともに、現在２カ所設置さ

れております信号機を１カ所にし、交通渋滞の緩和を図るものであります。 

 こちらは、交通ターミナル内の大型バスの基線図となっております。車両の通行ルート

は赤の矢印のようになり、車両長さ１３メートル級の大型高速バスの運行を想定したもの

になっております。 

 次に、複合施設の御説明を申し上げます。 

 複合施設の建築計画では、利便性の向上を図ることを目的に公共交通利用者の利用はも

ちろんのこと、地域の皆さんや障害のある方、外国人など多くの方々のさまざまな利用形

態に応じることができるよう計画いたしました。 

 複合施設の配置としましては、現在ある駅舎前に配置し、既存駅舎の改札口が２階にあ

ることから、動線を考慮して２階建てとするものであります。延べ床面積は全体で１,３

００平方メートル、そのうち画面の右下の１階が約７００平方メートル、画面の左上の２

階が約６００平方メートルで、構造は鉄骨造としております。 

 １階部分でありますが、①の待ち合いスペース、②のホール、③の飲食スペース、④の

倉庫、⑤のトイレ、⑥の警察官立ち寄り所、⑦のバス発券所を計画しております。１階の

待合室は主にバス利用者を対象としておりまして、バスの発着が確認しやすい場所に配置

しております。また､飲食店スペースには十鉄駅そばに入っていただく予定であります。 

 続きまして、２階部分でありますが、①の待ち合いスペース、ここは主に鉄道利用者を

対象にした待合室としております。また、ここは展示物の展示が可能でありますので、い

ろいろな方々にさまざまな目的で利用できるスペースとして配置しております。また、②

の地場産品紹介スペースでありますが、こちらは地元の地場産品を紹介するコーナーを設

けながら、机、椅子も設置し、待ち合い時間に学生たちが学習できるスペースを確保して

おります。③の屋上はオープンテラスとして利用できるようにいたしました。次に、陸の

玄関でありますので、④の観光案内所も配置しております。また、⑤のベビールームや⑥

の青い森鉄道休憩室を計画しております。 

 なお、使用形態でありますが、２階部分は通常使用のほかに②の地場産品紹介スペー
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ス、①の待ち合いスペース、③の１階屋上、そして通路を開放することにより一体化しま

すので、イベントなど多目的な利用ができるようになっております。そのほかといたしま

して、三沢市の著名人や観光施設等、それらの情報発信ができる設備も検討しておりま

す。また、複合施設の機能として、災害時に帰宅困難者が発生した場合、約１００人程度

の人数が収容できるように計画いたしました。 

 こちらは、三沢駅前広場整備のイメージ図となっております。先ほどの説明に補足いた

しまして、バスの乗降場のそばには、悪天候でも雨風をしのげるように部分的ではありま

すが、歩行者用の屋根つき通路と風除室を計画しております。 

 本整備事業のスケジュールでございますが、今年度から平成３０年度まで用地買収等を

行い、整備工事は複合施設、交通ターミナルともに開始年度を平成２９年度とし、完成年

度を平成３１年度の平成３２年３月を目指しております。 

 しかしながら、今後予定されております東京オリンピックの影響による資材の調達や、

作業員の人材確保などの困難も予想されておりますので、本事業の実施工程に影響が出る

ということもちょっと懸念されているところであります。 

 以上が、三沢駅前広場整備事業についての御説明でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

西村委員長：ありがとうございました。 

 では、ただいまの執行部の説明に対して、委員の皆さんからの御意見、御質問等ござい

ますでしょうか。 

春日委員：ただいまいろいろ説明伺っている中ですけれども、この３ページの複合施設２

階でございますけれども、この４番の観光案内所の中で内容についてなのですけれども、

現在チケット売り場、青森たびショップでよろしかったでしょうか。ちょっと今自信がな

いのですけれども、そういうチケットを販売する施設がございますけれども、今あるそち

らの施設がこの観光案内所に入るのかなということが１点目です。 

 そしてまた、以前、きょうの説明事業計画あらましが形づけられてきたんだなというこ

とは承知いたしましたけれども、数年前ですけれども、市民からの御要望で、例えば八戸

駅の中では金融機関のＡＴＭコーナーがございます。ぜひ、この駅前広場の整備事業に当

たっては、交渉が必要かとは思いますけれども、銀行等の金融機関のＡＴＭコーナーも設

置していただければ大変ありがたいという、そういう声がございまして、そのときにはお

伝えをさせていただいたところでありましたけれども、この辺の要望をまた交渉等をなさ

れていくかどうか、この２点についてお聞かせいただきたいと思います。 

田島参事兼政策調整課長：ただいまの青い森たびショップと、それからＡＴＭについてで

ございますけれども、青い森たびショップにつきましては、現在の駅舎の改札口のほうに

あります待合室のほうに移転するということになっております。 

 こちらの観光案内所のほうは、例えば観光施設とか宿泊施設とか、あるいは観光バスが

出ていますので、そういったほうの紹介ということで考えております。 

 ＡＴＭにつきましては、売店機能ということでコンビニと今交渉しておりまして、その

交渉の条件の一つとして、ＡＴＭの設置をお願いしています。それに関しては、今の時代

コンビニもＡＴＭのほうも必要だということで、設置のほうは可能ということで返事をい
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ただいておりました。 

 以上でございます。 

春日委員：ありがとうございます。 

西村委員長：そのほかございませんでしょうか。 

舩見委員：これは、いろいろな地域からの要望等もあって駅前開発すると思いますが、我

々が聞いている段階では違うようなイメージがありまして、これ複合施設という形でこか

ら実施設計という形でできましたので、このとおり行いたいということなのでしょうけれ

ども、この中身については手元にある資料というのは地元からの意見等も吸い上げた上で

こういった形になったのか。 

田島参事兼政策調整課長：施設のいろいろなスペースというか使い勝手の部分について

は、基本構想の段階、あるいはパブリックコメント、それから説明会したのですけれど

も、そういった場面場面でいろいろ意見がありますので、１００％ちょっと反映されな

かったのですけれども、特に多目的に使える部分とか、それから売店機能、コンビニの誘

致を進めてほしいとか、それから駅前の車の流れ、交差点に入る部分、そういった可能な

限り御意見のほうは取り入れるようにして、実施設計まで進めたということでございま

す。 

舩見委員：今、ちょっと質問したのは、どうしても今、車がある時代で、いわゆる鉄道が

どんどん減っていっている。先般の北海道の赤字路線がやめてしまったけれども、結局赤

字路線になっていくと鉄道がなくなる、なくなった結果、交通弱者が広まる可能性があ

り、そういう意味で、我々も十和田電鉄について考えておりまして、逆に考えればこの流

れにおいて鉄道をもっともっと利用してもらえるんじゃないかと、もしくは三沢という手

本になるような事業を展開して、人が動くことによって青い森鉄道沿線が元気になるとい

うことまで考えた設計にしてほしいなと私はつねづね思ってきたわけですね。そういう点

で、駅前の方々の努力、建物ができたりなんかするとそれを活用すると検討を含めて、

今、要望等がなかったかということを聞いたのですが、今もちょっと触れたように、青い

森鉄道というのは全国でも長い、長い、ただ我々もたまに利用させてもらうと、どんどん

衰退していっているというように感じざるを得ない。通勤と通学の時間帯はいるけども、

ただ、いろいろなところに鉄道を使っていきたいという要望があって、テレビ等ではいろ

いろ仕掛けによっては鉄道に乗ってみんな遊びに行ったり、結構それらの経済効果につな

がっているわけです。 

 少なくても、三沢市の青い森鉄道に出資している大きいとこと思います。それ見たら、

地域の鉄道の中でも三沢駅が一番駅になれるようなもの、私が前にもお話しした記憶があ

るのですが、そういうふうなの盛りこんだ形での金額にして約２０億円かけてつくるわけ

ですよね。そういう中で、今の駅そのものだけが、そういう中でこれらも大変期待されて

いるのだけれども、その辺について全体的な質問している訳なのだが、そこらへんを

ちょっと。 

田島参事兼政策調整課長：今回の計画では、現状の駅舎ですと待合室とそれから通路とい

うことで、青い森鉄道の沿線駅では鉄道に関したイベントが何回か年に行われていまし

て、ちょっと三沢駅の場合はなかなか中にたまる場所がないということで、今まではなか
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なかそういったイベントは開催されづらいという経緯がありました。ただ、今回は人のた

まる場所、それから２階部分はフリーにするとかなり広い面積のほうがとれますので、そ

ういったところであれば、従来よりはいろいろな人を集めるようなイベント、駅の活性化

につながるようなイベントというのは展開できるのではないかなということで考えており

ますし、また先ほどお話ししましたように、青い森鉄道の沿線の駅では毎年何回かイベン

トやっていますので、そちらのほうも今度はできるようになるのかなということで、利活

用については少し以前よりは活発に利用していただけるのではないかというふうに考えて

おります。 

舩見委員：例えば、我々鉄道を利用するといえば、八戸駅の新幹線、議会でもいろいろな

形で東京に行くのは新幹線を使っているという状況で、これは利用するときには、別々に

切符を買わなければならなくて、結果的に不便だという方があります。このスペースの中

にＪＲのそういう機能を持ったいわゆる券の買える場所というのは考えられないの。（発

言する者あり） 

田島参事兼政策調整課長：ＪＲ新幹線等の切符の購入ですけれども、現在ですと青森たび

ショップのほうでも買えることは買えるのですが、なかなかキャンセルする等のちょっと

使い勝手がなかなかうまくないというのは確かでございます。こちらのほうでも、青い森

たびショップが移転するということで、それら部分の改善を検討しなかったわけではない

のですけれども、やはりなかなかＪＲ東日本のほうで、その辺使い勝手をよくする部分に

ついては経費がかかるということで、こちらのほうでそれの負担できればいいのでしょう

けれども、なかなかその辺の負担も難しいということで､今回、今以上に使い勝手のいい

というふうな形にはならないのですけれども、今言っているような程度の利用ができるよ

うな部分は確保するという状況ですね。 

舩見委員：例えば、逆で今までと同じという、そしてせっかくやる事業なので少しその辺

も協力してもらいながら、ＪＲも民間会社です、今は。そういう中で、今まで三沢駅には

必ず特急もとまったし、いろいろな意味で便利な駅だったのが大変不便になったと、結果

的には車で行って八戸駅で乗ったとか、今切符買いたくても、乗車券を買いたくてもそう

いう不便、旅行代理店を使ってできるかもしれないけれども、逆に言ったらそういう旅行

代理店と一緒になりながら青い森鉄道のほうと便利になれるようなことをせっかくつくる

のだから、どうだと持ちかけていくような取り組みもしてほしいなと思うことと、コンビ

ニの話出ていたけれども、コンビニ入るのですか。 

田島参事兼政策調整課長：コンビニにつきましては、出店について協議を進めておりま

す。急に前向きな返事をいただいているコンビニもございまして、できればそちらとこれ

から仮契約、それから本契約というふうに進んでいきたいというふうに考えております。 

西村委員長：よろしいでしょうか。 

 そのほか。 

堤委員：今のコンビニの話からですけれども、きょうの資料の中のコンビニの場所と、そ

れとＪＲの切符一部買えるというけれども、このたびショップかなんかで買えるのです

か。どういう部分は買えるのか、俺は初め見て、いちいちやってるのだけれども。（発言

する者あり）まず、とりあえず。 
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田島参事兼政策調整課長：お手元の資料の１の１になり、こちらのページでございます。 

 こちらのページの⑨の部分にコンビニを誘致するということで進めております。⑧が今

の複合施設ですので、複合施設に渡り廊下でくっつけた形でのコンビニ出店等を考えてお

りました。 

 それと、切符の件ですけれども、普通に八戸駅から新幹線の切符は買えるのですが、た

だキャンセル等する場合は、当日の場合は青い森たびショップでできなくて八戸の駅まで

いかなければキャンセルできないとか、そういった部分でちょっと使い勝手が悪いと。そ

れがなければ普通に買えるというような。 

堤委員：普通の切符じゃないんだよな。（発言する者あり） 

堤委員：肝心な話で、大人の休日クラブの話を今しているけれども、買える買えないはこ

れからちょっと確認しますけれども、利用がものすごくしづらいというふうなことを話し

をしているのだけれども、今、舩見委員が言ったとおり、もし三沢市の駅でできるのであ

れば､ものすごく市民にとっては便利なのです。それを今しかないと思うのですよ。これ

からできた後、もしやるとしてもなかなか難しい。これは、ぜひ頑張ってかけ合ってくだ

さいよ。八戸並みまではいかなくても、今よりもやっぱり便利な駅にならなければ、駅の

うたいどころがないじゃないですか。前のを新しくしただけで。それについてお願いしま

す。 

 また、今確認します。この資料は実施設計の資料と捉えていいのか。それとも、その前

にやった基本計画のときに説明された資料とこの資料で進化している部分があれば、それ

をやっぱりこの部分は取り入れた、変えましたというところをやってもらうとものすごく

わかりやすい。 

 ついでに言えば、この図面だけれども、こっちのほうの設計図みたいなものにはこっち

側だと思うのですよね。ということは、レイアウトのほうのこれを見ると右のほうに来て

いるのですよ。（発言する者あり）これ、皆さんプロだから全然感じないかもしれません

けれども、受ける側の素人とすれば見づらいというか、もう少しその辺を考慮しながら資

料をつくってもらいたいなと思います、次回からは。 

 次に、もしこれの後に実施設計をするのであれば、実施設計の完了が３月３１日か。

（発言する者あり）実施設計が完了すると、そこからもう修正できないのですか。つま

り、予算的な兼ね合いもあると思うのだけれども、実施設計ができましたと、それできょ

うの説明でもう実施に移るという捉え方でいいのか、あるいは実施設計完了しましたと、

いろいろ基本設計からさまざま住民の声を聞きながら実施設計をしまして、完了しました

と。それで議会のほうに説明があって、そのうち最終調整みたいな形をして国のほうに交

付申請と、移っていけるものなのかどうか。 

 実施設計ができた段階で議会のほうに説明があるものなのか、もうそこはなしに、きょ

うの説明会で進んでいくのか。できれば、もう私の考えでは、実施設計ができた段階で国

に申請する前に、市のほうに議会のほうに説明をされたほうがいいのではないかなという

ようには思いますけれども、いかがでしょうか。 

田島参事兼政策調整課長：実施設計についてでございますけれども、ことしの６月３０日

で設計のほうは終わっております。内容につきましては、基本構想、それから基本設計の
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段階でいろいろ御意見を議会のほうからも御意見をいただきまして、それを反映させた形

での実施設計となっています。 

 その過程では、さまざまな補助金という縛りの中、それから建築基準法という縛りの

中、あるいは全体的な金額より総額の金額という予算の中の縛りの中、そういうさまざま

な部分の中で今回６月３０日に策定のほうを仕上げておりましたので、大幅な変更とかは

ちょっと現在の段階では予定はしておりません。 

堤委員：実施設計はもう終わっていると。実施設計をもとにしたこういうふうな絵図面と

いうか、ちょっと考えなければならないということですよね。今度は交付申請というよう

な形はもう終わっているのですか。 

田島参事兼政策調整課長：次の段階は来年度になりますけれども、２９年度に工事のほう

に入りますので、新年度になりましたら工事等のほうの申請のほうを国のほうに進めてい

きたいというふうに考えております。 

堤委員：そうすると、実施設計完了して６月に、今あと１年後ぐらいに交付申請をする

と、１年間ぐらいかかって来年の６月ぐらいに。 

田島参事兼政策調整課長：現在、用地買収等を進めておりまして、そちらのほうは当初の

予定ですと２８年度中ということで予定していたのですけれども、なかなか地権者の方の

ほうの交渉というか相続の関係とかで、地権者の方がちょっと時間がかかるという状況

で、そちらのほうが早くて６月過ぎ、もしかすれば９月ごろまでかかって、その後に工事

のほうの申請というふうなことを想定しておりました。 

堤委員：用地買収というか、地権者との話し合いというのがうまくいかないと、来年の６

月も予定どおりいかないという可能性もはらんでいると。それは何件くらいあるのです

か。用地買収で今乗り越えられていないというか。 

田島参事兼政策調整課長：全部で１２件ございまして、２件の方が相続の関係で、相続人

が何人かいらっしゃって、その方と連絡がちゃんととれていないので、２件だけです。今

のところ。 

堤委員：１２件あって２件が難しいと。１０件は可能性からいけば心配ないという考え。 

田島参事兼政策調整課長：残りの方については、予定どおり買収のほうに御協力していた

だくということで了解は得ております。 

堤委員：ここにきてその２件の人の了承を得られないと、前に進めないということになる

と大変だと思うのですよね。皆さんの苦労もわかっているけれども、ぜひとも早い段階で

了解を得て、この計画が予定どおり３１年度に完成するように、ぜひとも皆さんには頑

張ってもらいたいなというように思います。 

 この１の２の図面で見て、今問題になっているほか全部地権者の関係はよくて、この２

件がというふうな場所というのは、左のほうですか。もし、この緑の部分、この緑の部分

前からこれはあったのですか。ここから実施設計に出てきたやつですか。その２件の部分

についてはどの当たりですか。 

田島参事兼政策調整課長：向かって左側の緑の箇所については、前の基本計画の段階から

ありました。それで、ちょっと個人情報の関係でどの部分かにつきましては、ちょっとこ

の場では申し上げられないので、大変恐縮なのですか。（発言する者あり）御本人たちの
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個人情報というか、ありますので、ちょっとそこについてはお答えを差し控えさせていた

だければ大変ありがたいと思います。 

堤委員：もし、その２件から了承をとれないと最終的になった場合、この計画で大きな狂

いが生じるのか、少しだけのものであれば大体９割とか９割５分完成していけるものなの

か、その辺はどうですか。 

田島参事兼政策調整課長：地権者の交渉がおくれている部分につきましては、さまざま

な、当然地権者の方が関係者と話し合うという部分が必要になってくるので、市としても

お手伝いできるところはお手伝いしたいということで今動いていますので、ちょっと時間

はかかりますけれども、予定どおり了解はとれるということで進めておりますので、事業

等に今のところでは大きな影響はないものというふうに考えております。 

堤委員：今度は右側のほうですけれども、赤の⑩まで、これはたしか基本設計あたりから

ふえた部分のエリアになるのではないかなというように思うのですけれども、そのほかに

残された長い三角の部分ありますよね。これらを今の段階でどのぐらいの面積が残ったか

わかりませんけれども、地元の声とすれば、あの三角の部分も全部駅周辺の整備事業に加

味してくれないものかなということを聞くのです。ですので、もうこの事業の実施計画に

移ったとして、今後ここの全体の、あそこに残すのではなくて、全体的に見てやはり美観

上から防犯上から学校の生徒たちの通学路と、さまざまな駅の周辺には問題というか課題

があるわけです、利用価値もあるし。そういうことで、ぜひともこの残された部分につい

の整備を考えていただきたいというふうに思いますけれども、これはどうですか。副市長

あたりどのような考えを持っていますか。 

米田副市長：駐車場の部分について、ほかの委員からもここも一緒にやってほしいと、ど

うせやるのならやってほしいということで、かなりこの図面でいくと右のほうに計画がぼ

んぼん伸びてきた経緯があります。それらを踏まえまして、地元の人たちとの交渉、それ

と基本設計の中でのいろいろな意見の集約の中で現在のような形で実施設計に至ったので

すが、ここの部分については、県道の整備の一環として県にやってほしいということを

ずっと交渉しております。まだ回答は得られておりませんが、県道の歩道整備とか、そう

いうものを要望しながら、三角の地帯も整備していくという考えで今進んでいます。それ

がだめであれば、また次の手を考えるようなステップに進むことになるかと思います。 

 以上であります。 

堤委員：町内会から考えても商店街から考えても、取り残されるというふうな部分につい

ては、やっぱり市のほうで最大限配慮してあげる、していくというのが必要だと思うので

すよね。今まで一緒に町内会でやってきた人たちの人たちも、そこだけは明治以来、駅が

できたときからある土地なんですけれども、それを一緒に生活してきて、隣までこの計画

の範囲の中に入られているわけで、我々がというようなことになると、何所帯かな、今、

３所帯か４所帯ぐらいだと思うのですよ。ぜひとも動向を国のほうにでも県でも、この事

業プラス事業協力に、できれば市でもこれだけ頑張っているのだというふうな、やっぱり

見える姿勢を示す意味でも、県に言ってる言ってると言っても、やはり重点の事業に出て

こないとか、やっぱり見えるものにならないと、本当に市で頑張っているのかどうかとい

うのはわからない部分もありますので、ぜひとも本気になってこの部分の課題解消につい
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て取り組んでいってほしいと思います。よろしく頼みます。 

西村委員長：そのほか。 

馬場委員：さすが地元の人は何でも憂いが違いますね。 

 私は一つだけ、図面、まず聞いたら６月３０日に決まっているのだから、これはどうし

ようもないのだけれども、とりあえずは複合施設等の工事費は。（発言する者あり） 

田島参事兼政策調整課長：複合施設のほうの工事費は、概算で約１０億５,０００万円を

現在のところ見込んでおります。 

馬場委員：何回も言っています、決まったことなのですけれども、こうして見たら私も素

人だから、階段の感じを見たら今どこへも１階、２階へなんか、特に私も足が悪くて、本

当にもうエレベーターがない施設がどこにもなければ大変なのです。どこにもない、これ

を見たらエスカレーターでなく階段だから、ただ駅のほうに出るのがあるのだけれども、

あれとイメージがどちらがどうなっているのかちょっとわからなくて、何もなければ大変

だと思って、せっかく２階をつくってつながって行かなければ、どうなっているのかなと

単純に聞きたいと思って質問したいのですが。 

田島参事兼政策調整課長：今、指さしたＥＶと書いてあるところにエレベーターを１カ

所、建物の中に１カ所設置する予定でございます。（発言する者あり）エスカレーターま

ではさすがにちょっと、申しわけございませんが、エレベーターでの対応ということで。

（発言する者あり） 

馬場委員：多少変えるのはあれですから、だんだんじっくりとやりましょうよ。いい案が

今は出なくても、出ているものもあると思いますので、ぜひよくつくって、みんな利用す

るの喜んで利用します。よろしくお願いします。 

西村委員長：そのほか、ございますでしょうか。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

舩見委員：今の駅とつながるのでしょう。ちょっとその辺図面でちょっとわかりにくいの

だけれども、エレベーターが今あります、トイレがこちらにあるでしょう、エレベーター

が端っこになっているのだよね、あの辺にもつながるのか、ちょっと、この図面見て。 

田島参事兼政策調整課長委員：現在のエレベーターの位置が大体どの辺かですよね。 

渡辺都市整備課整備係長：渡り廊下で中央通路に接続します。それで既存の階段がこの辺

にあります。今、階段を上がってきて踊り場になるのですけれども、踊り場にこの渡り廊

下を接続します。 

舩見委員：今の建物あるところを壊すという形なのですか。 

田島参事兼政策調整課長：残したまま複合施設と渡り廊下でつなぐという建築の仕方なの

ですけれども、現在のエレベーターと階段は撤去することになります。撤去した後に階段

とエレベーターをつけます。 

舩見委員：それで今の図面で説明して。（発言する者あり） 

西村委員長：舩見委員、よろしいですか。 

渡辺都市整備課整備係長：この辺がエレベーターなので、エレベーターを撤去して既存の

階段も撤去して、この複合施設と渡り廊下でつなぐという形になります。 

舩見委員：新しくつくるエレベーターはどの辺になるの。 
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渡辺都市整備課整備係長：エレベーターがこの辺です。 

舩見委員：近くに二つあることになるの。 

渡辺都市整備課整備係長：いえ、既存のエレベーターを解体して、撤去して…… 

舩見委員：それで通路という形になっていくわけだ。（発言する者あり） 

渡辺都市整備課整備係長：再利用はできませんので、新しいエレベーター外から中にも出

られるような。（発言する者あり） 

堤委員：舩見委員の関連になるけれども、実施設計は終わっているよね。大体もうこれで

進むというのわかっているわけですよね。そうなれば、普通こういった大きい公共施設の

建物って必ず模型図、そういうふうな市民に知らしめることをやっているところたくさん

あるんじゃないの。こういうような図面で見てもわかりづらいところいっぱいある、我々

にとって。あの模型図、一目瞭然じゃない、１階、２階とこうやれば。そういうのをつく

る必要があると思うのだよね。ちょっと考えてみてください。 

西村委員長：そのほかございませんか。 

堀委員：ちょっと確認したいのですけれども、あと３年後完成するというのですが、今心

配するのですが、２倍にも３倍にも費用がかかる、ここの施設もそういうふうにならない

ように、以前にアメリカ村のときもその出た金額でいきなり２億円それだっていうふうに

なって金額が出たことがあるのです。だからそういう工事費にならないように、ぜひお願

いしたいなというふうに思います。 

西村委員長：そのほかございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：では、ただいま委員の方々から多くの質問、御意見、御要望が出されまし

た。こちら執行部担当課の皆様におかれましては、しっかりと参考としていただきまし

て、陸の玄関口として非常に重要な施設となると思いますので、利用者の利便性を第一と

するのはもとより、駅周辺地域のにぎわい創出といったところにも目を向けながら、事業

を進めていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に報告事項の１件目、都市計画道路３・４・４号春日台十和田線に関する

報告についてであります。 

 当該報告事項につきましては、正副議長及び産業建設常任委員会正副委員長に事前に報

告があったところではございますが、当委員会においても報告していただく必要があると

考え、案件とさせていただきました。 

 それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

高橋建設部長：都市計画道路３・４・４号春日台十和田線整備事業について報告いたしま

す。 

 現在、春日台地区で事業を進めております都市計画道路３・４・４号春日台十和田線に

つきましては、今年度内の完成を目指して事業を進めてきているところでございますが、

事業区内に所在する登記名義人１０５名の共有地につきまして、全ての権利者と用地買収

の契約を締結することは困難なことから、解決の手法といたしまして、土地収用法による

手続で用地取得を進めているところでございます。 

 しかしながら、この供用地の用地取得に伴う事務手続に不測の時間を要しており、今後
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の事務手続の進捗状況から、目標としてきました年度内の完成におくれが生じる状況とな

りましたことから、御報告させていただくものであります。 

 過去の建設常任委員会において、平成２８年度中に供用を開始できるようしっかりと事

業を進めてまいりたいとの御説明を申し上げているところでございますが、事業におくれ

を生じさせたことに対しましておわび申し上げます。 

 今後の事業の詳細につきましては、担当課より詳しく説明させますので、よろしくお願

いいたします。 

吉村建設部都市整備課長：それでは、私から事業の詳細について御説明させていただきま

す。 

 初めに、資料の２ページの位置図をごらんください。 

 現在、春日台地区では、こちらに緑と赤で記載しました２路線の道路の整備を進めてお

ります。これまで緑の路線の都市計画道路３・４・３号中央町金矢線が平成２８年度末に

供用開始するのにあわせて、赤の路線の都市計画道路３・４・４号春日台十和田線も供用

開始できるようにと整備を進めてきたところであります。 

 次に、資料の３ページをごらんください。 

 資料の３ページの都市計画道路３・４・４号春日台十和田線の工事計画平面図になりま

す。先ほどの２ページの赤い路線を拡大したものになります。 

 図面の右側に赤色で着色している未買収地と記載したところがございますが、ここに登

記簿上の権利者が１０５名にのぼる多数権利者共有地がございまして、現在この用地の権

利取得に不測の時間を要しているところでございます。それに伴いましてちょっと事業の

ほうに進捗の遅れが生じている状況にあります。この用地に関しましては、権利関係の調

査を行いまして相続等の整理をした結果、平成２４年度の時点で権利者が既に６００名を

越えております。その中には行方不明者が含まれておりまして、通常の契約の締結による

権利の取得は困難となったことから、先ほども部長のほうからお話がありましたように、

土地収用法を活用して収用による用地の権利の取得を行うこととしたものであります。 

 その後、平成２６年度までに地権者説明などの権利者への周知と権利者の所在確認等を

進めまして、平成２７年３月には土地調書の報告縦覧を行い、土地収用の手続に入りまし

た。 

 その流れにつきましては、資料の１ページの②以降の流れとなります。通常であれば、

平成２７年度内に②の裁決申請から④の前提登記までを完了できる計画でおりましたが、

権利者が多数になっているということもございまして、②の裁決申請の手続以降も権利者

の死亡や相続、住所変更などの発生に伴いまして、これまでに９回に及ぶ変更の手続きを

強いられております。当初の計画からは既に１０カ月もの期間を超過しておりましたが、

このたびやっとこの資料の１ページの５番のところでありますが、この審議の日程が決定

しましたことから、今後の見通しについて御報告できる運びとなりました。 

 現在の行程は、収用委員会が起業者である三沢市とともに土地所有者の意見を聞く場と

なります⑤の審理を行うに当たり、収用委員会から各土地の所有者宛てに審理開催通知を

発送したところであります。今後は今月２１日にその審理が開催され、意見、異議等の申

し出がなければ、資料の１ページの流れに沿いまして平成２９年８月までに土地の権利を
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取得できることとなります。そして、平成２９年１０月上旬には、この部分の工事に着手

しまして、１２月末の工事の完成を予定しております。 

 一日でも早い完成に向けて詰めてまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたし

ます。 

 以上、都市計画道路春日台十和田線整備事業の完成予定時期の遅延についての御報告と

させていただきます。 

西村委員長：ありがとうございました。 

 それでは、ただいま執行部の説明に対しまして、委員の皆様からの御意見、御質問等ご

ざいませんでしょうか。 

舩見委員：３ページの２９年度着手予定となっている、これはいつ完成しますか。予定ど

おりですか。 

吉村建設部都市整備課長：この２９年度着手予定となっている部分なのですけれども、こ

この部分の今、舗装の工事が残っております。 

 あと、この未買収地となっている部分につきましては、まだ買収できていませんので、

手をつけていない状況でありまして、この部分の工事を来年１０月ぐらいをめどに着手で

きる見込みとなっております。来年の２９年度末には全線の工事を終えまして、開通の予

定としております。 

西村委員長：よろしいですか。 

堤委員：聞き漏らしたかもしれませんけれども、これ全部終わってから開通式というもの

をやるのか、２９年度の事業を除いて２８年度事業完成部分で約２０年ぐらいかかってい

ると思うのですけれども、この橋の開通式みたいなセレモニーというか、地域の人は非常

に関心を持っているのですよね。自分が生きているうちに完成するのかどうか、非常に関

心を持ちながらずっと見て来た住民たちがたくさんいるわけですよね。いつ完成するの

か、この地域で親子三代住んでいる人がこの開通式にセレモニーとして参加できるとかっ

てありますよね、一般論として。そういうものを人ごとながら心配しながら関心を持って

いる住民たちもいるものですから、この橋の完成の開通式というふうなものは、どの時点

で計画しているかお聞きしたいです。 

高橋建設部長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ただいまの事業の関係にございましては、春日台十和田線につきましては、２９年の今

の状態では１２月完成ということで事業を進めております。 

 図面の２ページ目で緑色で示してあります中央町金矢線のトンネルと橋の工事のことを

今、開通式しないのかということで御質問だったと思うのですけれども、こちらに関しま

しては、県の事業で事業を進めております。それで、完成したあかつきには、市のほうに

移管されまして市道として認定し、市が管理していくということでございますので、予定

といたしましてはこちらの事業につきましては、平成２８年度末で完成するという形で事

業を県のほうで進めて、予定どおり完成するということでございます。 

 こちらに関しまして、県と三沢市で話し合いをいたしまして、今後は三沢市が管理する

ということでございますので、開通式につきましては三沢市が主催いたしまして、来年の

３月３０日ごろをめどに開通式を行いたいというふうに考えております。開通式に関しま
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しても、県の事業とか大きな事業でありますと、確かに三代にわたってとかいろいろな形

で比較的大規模な形で開通式をやっていくのですけれども、今回でありますが３月末とい

うことになりますので、学校関係、そういう先生の異動とか生徒の卒業とかいろいろなこ

とがございますので、簡素な形で開通式のほう開催したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

西村委員長：よろしいでしょうか。 

 では、こちらの案件、以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 それでは、ここで説明員入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午前１１時０５分 休憩 

────────────── 

午前１１時０８分 再開 

西村委員長：では、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 では、報告事項の２件目である高病原性鳥インフルエンザに関する報告についてであり

ます。 

 １１月末より青森県、新潟県において、高病原性鳥インフルエンザが発生し、猛威を振

るっているところであります。 

 当市では、まだ発生したとの報告はございませんが、ここでは青森市で発生した事件の

概要及びそれを受けての三沢市の対応等について御報告をしていただきたいと思います。 

 それでは、執行部の説明をお願いいたします。 

蹴揚経済部農政課長：高病原性鳥インフルエンザに関する報告について御説明いたしま

す。 

 高病原性鳥インフルエンザに関する報告についてと書いてあります資料をごらんいただ

きたいと思います。 

 まず初めに、青森市で確認されました高病原性鳥インフルエンザの概要について御説明

いたします。 

 確認されました農場につきましては、アヒル１万８,３６０羽を飼っている農場でござ

いました。鳥インフルエンザの確認及びその後の処理の経緯でありますが、平成２８年１

１月２８日に農場から青森家畜保健衛生所に死亡鳥がふえているとの連絡があり、当衛生

所で鳥インフルエンザの簡易検査をしたところ、１０羽中９羽が陽性でありまして、その

後、当該農場の全てのアヒルが殺処分及び埋却処分されております。 

 この農場のインフルエンザ確認に当たりまして、これまで三沢市で対応いたしました内

容について御説明いたします。 

 ２番目に書いてあります表ですが、平成２８年１１月２８日上北地域県民局におきまし

て、上北地域内の市町村の担当者を集めまして、上北地域重要家畜伝染病情報連絡会議を

開催しております。この会議の中で、青森市の農場での鳥インフルエンザ発生に係る報告

及び上北地域県民局管内で鳥インフルエンザが確認された場合の市町村の対応について、

確認が行われております。１１月２９日ですが、町議におきまして青森市の農場で確認さ

れた鳥インフルエンザの概要を報告いたしております。１１月３０日ですが、庁内におき
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まして部長等を集めまして、高病原性鳥インフルエンザに係る調整会議を行っておりま

す。この会議の中では、農場での鳥インフルエンザ発生に係る報告、市内及び周辺市町村

で鳥インフルエンザが確認された場合の各課の対応についての確認及び情報伝達の迅速化

の徹底について確認をいたしております。１１月３０日から１２月１日にかけまして、市

民への周知といたしまして、情報メール、市のホームページ、マックテレビにおいて、死

亡鳥発見時の三沢市等への連絡のお願い及び野鳥からの感染防止のための注意事項を周知

いたしております。 

 次に、１２月２日ですが、市の職員に対しまして、町内の掲示板に先ほどと同じように

死亡発見時の三沢市等への連絡のお願い及び市内及び周辺市町村で鳥インフルエンザが確

認された場合の市の対応についての再確認をするようにお願いいたしております。同じく

１２月２日ですが、愛玩鶏を使用している市民の方へ文書を発送いたしております。内容

といたしましては、鳥インフルエンザの発生予防対策及び消毒液や消石灰の使用方法等の

通知となっております。 

 次に、２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 １２月６日には、米軍関係者への注意喚起等を米軍に依頼しております。また、基地内

自衛隊員等への注意喚起等を自衛隊に依頼しております。この内容につきましては、死亡

鳥発見時の三沢市等への連絡のお願い及び野鳥からの感染防止のための注意事項について

の周知となっております。 

 次に、三沢市の今後の対応ですが、引き続き市民への注意喚起を行っていくことになっ

ております。また、万が一市内、または周辺市町村で鳥インフルエンザが発生した場合に

は、三沢市高病原性鳥インフルエンザ等防疫計画に基づきまして、三沢市高病原性鳥イン

フルエンザ等緊急連絡会議、または三沢市高病原性鳥インフルエンザ等対策本部を設置

し、県及び関係団体との連携のもと、迅速かつ的確な防疫活動を実施するとともに、家禽

及び家禽以外の鳥類への感染防止、地域住民の不安解消等に努めることとしております。 

 なお、鳥インフルエンザの防疫の担当ですが、こちらは県が担当になっておりますが、

市といたしましても今後とも積極的に情報収集に努めるとともに、県等との連携のもと必

要な対応を行っていく予定となっております。 

 私からの説明は、以上で終わります。 

西村委員長：ありがとうございました。 

 ただいまの執行部の説明に対して、委員のみなさまからの御意見、また御質問等ござい

ますでしょうか。 

舩見委員：いわゆる野鳥からの感染防止で、例えば市のほうでも注意事項を掲載したと、

内容的にはどんなものなの。 

蹴揚経済部農政課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 野鳥からの感染防止のための注意事項と言いましたのは、死んだ鳥を発見した場合に素

手では絶対に触らないでくださいということと、あと素手で触らずに、まず市のほうに連

絡をお願いいたしますというふうな内容となっております。 

 以上でございます。 

舩見委員：それはマックテレビで流したの。スズメはいいのかな。聞きたいのは、私、孫
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と一緒にスズメに餌やっているのですよ。そうすると、やっぱり時間になると食べに来る

んだよね。孫たちも喜ぶわけで、おじいちゃんと孫と一緒に楽しんでいるのだけれども、

そういうふうなことの対応というのは。 

蹴揚経済部農政課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 鳥の種類によりまして、１羽であっても鳥インフルエンザに感染しているおそれがある

というものと、あと大量に死んでいるものでなければ大丈夫だというものと種類がござい

まして、スズメにつきましては、大量に死んでいない限り、鳥インフルエンザに感染して

いる可能性は低いということになっております。 

 ですので、市民の方の鳥の種類とか見てわかればよろしいのですけれども、さまざまな

種類があるとされまして、死亡した鳥につきましては、県のほうが一番わかって、県が確

認に行くことになっております。 

 以上でございます。 

舩見委員：県内これまでのテレビ放送では、ニワトリが６００万羽それぐらいいて、三沢

にも２５０万羽いるわけだ。だから、それは御存じのとおりの私の友達なのだけれども、

事務所にも来るなというわけさ。いわゆるそういう業者で、結局人の気にして、人のどこ

で感染してくるかわからないと。そういうふうにしながら、きのうもある通夜で通夜の話

と半分ぐらいは鳥の話ですよ。そういう中で、例えばスズメも顔を見ると同じだけれど

も、毎日見ているけれども、どれがどれと接触してうちに来て餌を食べているかわからな

いですよ、まるで。冬になると来る鳥もいるのですよね。それには餌を、スズメの餌って

小さいやつだから、それは食べられないのだけれども、そういうことを含めて、結果的に

インフルエンザに感染したという結果が出ると、ああだったこうだったとなるのだけれど

も、やっぱり事前に防ぐため今こういう対策会議講じられていると思うけれども、その辺

のことについては余り気にしないで、スズメぐらいだったら餌やってもいいという感じで

すか。ちょっと言いにくいかもしれないけれども。 

蹴揚経済部農政課長：スズメ等であっても、渡り鳥とかそういった鳥と接触している可能

性もありますので、余り餌づけというのはしないほうがいいのではないかと考えておりま

す。 

西村委員長：よろしいですか。 

 そのほかございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：ありがとうございます。 

 では、執行部におかれましては、引き続き注意喚起を行っていただくとともに、いつ何

時起こるかわかりませんので、発生した際には迅速かつ的確な防疫対策を進めていただけ

ればと思います。 

 では、こちらの報告案件は以上とさせていただきます。 

 以上で、本日の案件は全て終了いたしました。 

 なお、この所管事務調査については、今定例会で委員長報告をすることになりますが、

この内容につきましては正副委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

西村委員長：では、そのようにさせていただきます。 

 これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 本日はまことにありがとうございました。 

午前１１時２１分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   西 村 盛 男   


